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第
２９
次
地
方
制
度
調
査

会
の
下
に
置
か
れ
て
い
る

専
門
小
委
員
会
は
５
月
１５

日
、
東
京
・
全
国
都
市
会

館
で
会
議
を
開
き
、
地
制

調
総
会
へ
提
出
す
る
答
申

案
の
取
り
ま
と
め
を
開
始

し
た
。
今
回
の
第
２７
回
、

次
回
の
第
２８
回
、
合
計
２

回
の
委
員
会
開
催
で
、
答

申
案
を
ま
と
め
上
げ
る
予

定
と
し
て
い
る
�
関
連
記

事
を
３
面
に
掲
載
。

第
２９
次
地
制
調
が
発
足

し
た
の
は
平
成
１９
年
７
月

３
日
。
任
期
満
了
を
目
前

に
控
え
、
答
申
内
容
の
行

方
は
最
終
局
面
へ
入
っ
た

こ
と
と
な
る
。
地
制
調
委

員
の
任
期
は
２
年
。
発
足

当
時
、
総
理
か
ら
諮
問
さ

れ
た
項
目
は
▽
市
町
村
合

併
を
含
め
た
基
礎
自
治
体

の
あ
り
方
▽
監
査
機
能
の

充
実
・
強
化
―
―
な
ど
。

な
お
、
今
後
の
日
程
に

つ
い
て
は
、
第
２８
回
委
員

会
が
５
月
２６
日
、
総
会
が

６
月
１６
日
、
そ
れ
ぞ
れ
開

催
さ
れ
る
予
定
。

全
国
自
治
体
病
院
経
営

都
市
議
会
協
議
会
は
５
月

１４
日
に
定
期
総
会
を
開
催

し
、
平
成
２１
年
度
事
業
計

画
、
同
年
度
予
算
等
を
審

議
の
う
え
決
定
し
た
。

冒
頭
、
三
島
進
・
会
長

（
松
江
市
議
長
、
上
写
真

・
左
手
前
）
は
総
会
主
催

者
と
し
て
、
来
賓
の
津
島

雄
二
・
自
治
体
病
院
議
員

連
盟
会
長
に
対
し
謝
辞
を

述
べ
た
。
ま
た
、
総
会
出

席
の
加
盟
市
議
会
議
長
ら
に
対

し
、
あ
い
さ
つ
し
た
。

三
島
会
長
は
、
会
長
市
で
あ
る

松
江
市
の
議
長
交
代
に
よ
り
５
月

１２
日
、
田
中
弘
光
・
前
会
長
の
後

任
と
し
て
会
長
職
へ
就
任
。
冒
頭

の
あ
い
さ
つ
で
、
財
政
状
況
が
著

し
く
悪
化
し
て
い
る
自
治
体
病
院

の
経
営
安
定
化
に
向
け
、
熱
く
意

気
込
み
を
語
っ
た
。

次
い
で
、
津
島
議
連
会
長
が
来

賓
あ
い
さ
つ
に
立
ち
�
上
写
真
、

不
採
算
医
療
等
に
取
り
組
む
が
故

に
、
財
政
状
況
が
大
き
く
落
ち
込

ん
で
い
る
自
治
体
病
院
の
経
営
健

全
化
に
対
し
、支
援
を
約
束
し
た
。

こ
の
ほ
か
会
議
で
は
、
新
た
に

当
協
議
会
へ
加
盟
し
た
京
丹
後
市

の
大
同
衛
・
議
長
、
高
梁
市
の
山

縣
喜
義
・
議
長
、
日
南
市
の
影
山

一
雄
・
議
長
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
あ
い
さ
つ
し
た
。

最
後
に
、
岡
田
荘
史
・
相
談
役

（
長
野
市
議
長
）
の
提
案
に
よ
り

「
勤
務
医
不
足
対
策
」
「
地
域
医

療
の
再
生
」
を
柱
と
す
る
決
議
を

採
択
。
三
島
会
長
と
隅
倉
純
爾
・

会
長
代
理
（
�
副
会
長
、
徳
島
市

議
長
）
は
総
会
終
了
後
、
渡
海
紀

三
朗
・
病
院
議
連
常
任
世
話
人
、

衛
藤
征
士
郎
・
衆
議
院
予
算
委
員

長
ら
に
決
議
を
手
渡
し
た
。

な
お
当
日
は
、
総
務
省
の
細
田

隆
・
審
議
官
（
公
営
企
業
担
当
）

が
公
立
病
院
改
革
を
説
明
し
た
。

全国市議会議長会は１０月２１・２２日、第４回「研究フ
ォーラム」を金沢市で開催します。このフォーラムは、
地方分権改革の進展や市町村合併により、都市に対し基
礎的自治体としての役割が一層期待されるなか、市民の
負託と信頼に的確に応えるべく、議会のさらなる機能向
上策について研究することを目的としています。
皆さまのご参加をお待ちしております。
※開催のご案内と申込書は６月上旬に全市へ送付いた
します。

◆日 時：平成２１年１０月２１日（水）１３：００～
１０月２２日（木）９：００～

◆場 所：金沢歌劇座（石川県金沢市）
◆講演内容
１日目�基調講演

「日本再生の起爆剤―地方分権改革―」
丹羽宇一郎（伊藤忠商事株式会社取締役会
長、地方分権改革推進委員会委員長）

�パネルディスカッション
「地方議会はどう変わるべきか

－首長と議会の新たな関係－」
〈コーディネーター〉

佐々木信夫（中央大学大学院教授）
〈パネリスト〉穂坂邦夫（ＮＰＯ法人地方自立政

策研究所理事長、前志木市長）、鎌田司（共
同通信社編集委員兼論説委員）、廣瀬克哉
（法政大学教授）、金井利之（東京大学大
学院教授）、中西利雄（金沢市議会議長）

２日目：課題討議 １「議会基本条例を考える」
２「議員立法の現状と課題」

〈コーディネーター〉
神原勝（北海学園大学教授）

◆参加者：正副議長、議員、職員など定員２０００人
◆問合せ：全国市議会議長会 法制担当（廣瀬・鈴木）

�０３－３２６２－２３０３

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1725号５月２５日平成21年
（2009年）

全国市議会議長会

第４回「研究フォーラム」開催
１０月２１・２２日、金沢市で

答答申申案案作作成成へへ
地制調専門小委員会

来
賓
に
津
島
議
連
会
長
招
き

病
院
協
が
総
会
開
催

渡海議連常任世話人（右）へ要
望する三島会長と隅倉会長代理

（１） 平成２１年５月２５日 第１７２５号
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最最
近近
のの
気気
にに
なな
るる
判判
例例

何
故
、
気
に
な
る
か
は
後
ほ
ど

説
明
す
る
と
し
て
、
ま
ず
「
最
近

の
気
に
な
る
判
例
」
に
つ
い
て
、

お
話
し
し
ま
す
。

損
害
賠
償
請
求
事
件
の
判
例

（
最
高
裁
第
三
小
法
廷
・
平
成
２０

年
６
月
１０
日
）
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
判
例
は
要
す
る
に
、
闇
金
業
者

か
ら
１
０
０
万
円
を
借
り
、
高
金

利
に
よ
る
利
息
が
１
５
０
万
円
に

膨
れ
上
が
っ
た
が
、
最
終
的
に
は

合
算
金
額
の
２
５
０
万
円
を
返
済

し
な
く
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
も

の
で
す
。
従
来
の
裁
判
所
の
考
え

方
な
ら
ば
、
１
０
０
万
円
を
借
り

た
の
だ
か
ら
、
利
息
で
あ
る
１
５

０
万
円
は
別
と
し
て
、
元
本
で
あ

る
１
０
０
万
円
は
支
払
う
べ
き
と

の
認
識
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
判
例
で
は
、
踏
み
倒

し
て
も
構
わ
な
い
。

次
の
判
例
は
、
国
籍
確
認
請
求

事
件
（
最
高
裁
大
法
廷
・
平
成
２０

年
６
月
４
日
）
。
婚
姻
し
て
い
な

い
日
本
人
の
父
親
と
日
本
人
で
な

い
母
親
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
の

国
籍
取
得
に
つ
い
て
、
判
断
し
た

判
例
で
す
。
従
来
な
ら
、
婚
姻
し

た
場
合
に
は
国
籍
を
与
え
る
と
い

う
取
り
扱
い
が
、
国
籍
法
の
考
え

方
で
し
た
。
し
か
し
、
婚
姻
関
係

に
な
く
て
も
父
親
が
認
知
す
れ
ば

国
籍
を
与
え
る
べ
き
と
す
る
判
断

が
、
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
さ
れ
ま

し
た
。

こ
れ
ら
の
判
決
が
何
故
、
気
に

な
る
の
か
。
結
論
が
妙
で
あ
る
こ

と
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
裁
判

所
の
発
想
が
、
従
来
か
ら
大
幅
に

変
化
し
て
き
た
こ
と
に
原
因
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
な
ら
、
司
法

と
行
政
、
立
法
の
枠
内
で
判
断
す

べ
き
で
あ
る
と
裁
判
所
は
考
え
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
紹
介
し
た

判
例
か
ら
は
司
法
の
枠
を
超
え
、

こ
れ
か
ら
は
様
々
な
分
野
の
判
断

を
行
う
ん
だ
と
い
う
、
裁
判
所
の

意
識
が
垣
間
見
え
て
き
ま
す
。

だ
か
ら
、
闇
金
問
題
と
連
動
す

る
サ
ラ
金
問
題
に
し
て
も
、
国
会

で
上
限
金
利
の
議
論
を
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
は
利

息
制
限
法
を
超
え
た
利
息
は
全
額

返
還
と
判
断
し
て
し
ま
っ
た
。
国

会
の
法
改
正
は
、
ど
う
で
も
い
い

と
。
国
会
も
行
政
も
、
あ
て
に
し

な
い
と
。
で
は
、
裁
判
所
の
判
断

基
準
は
何
か
。
私
か
ら
は
「
市
民

が
望
む
結
論
」
に
見
え
ま
す
。
だ

か
ら
裁
判
所
は「
ど
う
せ
役
所
は
、

妙
な
こ
と
を
し
て
る
ん
で
し
ょ
」

と
疑
い
の
目
で
見
て
い
ま
す
。

本
会
で
は
毎
年
１
月
、
議
会
事
務
局
職
員
が
研
鑽
を
積
む
場
と
し

て
「
全
国
市
議
会
事
務
局
職
員
研
修
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
本

年
は
１
月
２９
日
と
３０
日
の
両
日
に
わ
た
り
、
地
方
行
政
や
議
会
運
営

に
対
し
深
い
造
詣
を
有
す
る
４
人
の
講
師
を
招
き
、
開
催
い
た
し
ま

し
た
。
今
号
で
は
、
「
議
会
を
巡
る
訴
訟
問
題
」
を
テ
ー
マ
と
し
た

弁
護
士
の
橋
本
勇
氏
に
よ
る
講
演
を
要
旨
に
ま
と
め
紹
介
し
ま
す
。

②②
議議
会会
のの
自自
律律
権権

通
常
の
議
会
運
営
を
行
う
う
え

で
は
、
裁
判
所
と
関
わ
る
こ
と
が

な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
皆
様

方
も
ご
存
じ
の
と
お
り
、
除
名
処

分
に
つ
い
て
は
取
消
訴
訟
を
起
こ

す
こ
と
が
出
来
ま
す
。
取
消
訴
訟

の
相
手
方
は
議
会
と
な
り
ま
す
。

中
で
も
任
期
満
了
後
の
取
消
処

分
に
つ
い
て
、
昭
和
３５
年
３
月
９

日
、
最
高
裁
大
法
廷
が
判
決
を
出

し
て
い
ま
す
。
こ
の
判
決
に
よ
る

と
、
「
任
期
満
了
後
に
除
名
処
分

が
取
り
消
さ
れ
て
も
議
員
の
地
位

は
回
復
し
な
い
か
ら
取
り
消
し
を

求
め
る
こ
と
に
は
訴
訟
の
利
益
が

な
い
」
と
結
論
付
け
て
い
ま
す
。

こ
の
判
決
に
は
補
足
意
見
、
反

対
意
見
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

補
足
意
見
は
「
裁
判
権
が
及
ば
な

い
」
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
も
そ

も
除
名
処
分
は
、
議
会
の
自
律
権

の
範
囲
で
裁
判
権
が
及
ば
な
い
、

だ
か
ら
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
意
見
で
す
。

反
対
意
見
で
は
「
法
律
の
利
益

（
報
酬
請
求
権
が
あ
る
）
が
あ
る
」

と
し
て
い
ま
す
。
除
名
が
取
り
消

さ
れ
た
ら
、
議
員
の
身
分
は
遡
及

し
て
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
か

ら
、
そ
の
間
の
報
酬
を
得
ら
れ

る
。
だ
か
ら
取
消
訴
訟
に
は
利
益

が
あ
る
と
す
る
判
断
で
す
。
地

裁
、
高
裁
で
も
、
こ
の
立
場
を
取

っ
て
い
ま
し
た
。最
高
裁
で
、こ
の

意
見
を
主
張
し
た
裁
判
官
は
７
人

で
す
。最
高
裁
の
裁
判
官
は
１５
人
。

８
対
７
の
僅
差
で
、最
高
裁
判
決
は

下
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

別
の
判
決
に
つ
い
て
も
触
れ
ま

し
ょ
う
。
昭
和
６２
年
の
最
高
裁
判

決
で
す
。
議
長
に
対
す
る
除
名
処

分
に
つ
い
て
の
判
断
で
す
。
議
長

が
除
名
さ
れ
た
ら
当
然
、
議
員
で

も
な
く
な
り
ま
す
。
必
然
的
に
後

任
議
長
が
選
任
さ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
、
議
長
だ
っ
た
者
へ

の
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た
ら
、
取

り
扱
い
は
ど
う
す
る
の
か
を
判
断

し
た
判
決
で
す
。
判
決
で
は
、
前

の
議
長
が
当
然
、
議
長
に
戻
る
と

判
断
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
後

任
議
長
を
選
任
し
て
し
ま
っ
た
手

続
き
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
自
律

権
の
範
囲
で
あ
る
た
め
、
裁
判
所

が
判
断
し
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

③③
議議
会会
にに
おお
けけ
るる
発発
言言

最
高
裁
が
平
成
１７
年
１０
月
１３
日

に
下
し
た
決
定
が
あ
り
ま
す
。
東

京
高
裁
が
同
年
５
月
１２
日
に
下
し

た
判
決
を
是
認
し
た
決
定
で
す
。

ま
ず
、
決
定
の
対
象
と
な
っ
た

事
件
の
背
景
を
説
明
し
ま
す
。
あ

る
市
で
病
院
誘
致
の
動
き
が
起
こ

り
ま
し
た
。
病
院
誘
致
に
つ
い
て

は
市
民
も
必
要
性
を
認
め
て
お

り
、
誘
致
自
体
を
反
対
す
る
意
見

も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
ど
の

病
院
を
誘
致
す
る
か
は
猛
烈
な
対

立
が
あ
り
、
議
会
と
市
長
が
真
っ

向
か
ら
激
突
。
議
会
が
激
し
く
反

対
す
る
中
、
市
長
は
自
ら
が
誘
致

を
目
指
し
て
い
る
病
院
に
対
し
、

市
の
学
校
跡
地
を
貸
す
と
い
う
契

約
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
あ
る
議
員
が
議
会
の

場
で
、
民
意
を
全
く
無
視
し
て
独

断
専
行
で
誘
致
を
進
め
る
市
長
は

け
し
か
ら
ん
、
し
か
も
誘
致
し
よ

う
と
し
て
い
る
病
院
の
経
営
者
は

悪
評
高
い
国
会
議
員
だ
、
と
批
判

し
た
の
で
す
。
こ
の
批
判
の
中
で

「
オ
ウ
ム
真
理
教
の
例
も
あ
る
こ

と
だ
し
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て

し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
「
オ
ウ

第
５５
回
職
員
研
修
会
講
演
要
旨

議議
会会
をを
巡巡
るる
訴訴
訟訟
問問
題題

弁
護
士

橋
本

勇
氏

３
面
へ
続
く

講師を務めた橋本氏

第１７２５号 平成２１年５月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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任
期
満
了
を
目
前
に
控
え
、
地

制
調
が
答
申
案
の
取
り
ま
と
め
に

入
っ
た
。
第
２７
回
専
門
小
委
で

は
、
答
申
案
作
成
の
叩
き
台
と
な

る
素
案
が
、
林
宜
嗣
・
小
委
員
長

（
関
西
学
院
大
学
教
授
）
か
ら
示

さ
れ
、
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。

特
に
地
方
議
会
関
係
者
に
と
っ

て
関
心
の
高
い
、
議
選
監
査
委
員

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
本
文

へ
の
書
き
込
み
を
保
留
。
こ
れ
ま

で
の
議
論
を
整
理
し
た
う
え
で
林

小
委
員
長
は
各
委
員
に
対
し
、
改

め
て
見
解
を
求
め
た
。

こ
れ
ま
で
の
専
門
小
委
で
は
、

議
選
監
査
委
員
を
廃
止
す
る
意
見

が
多
勢
。
▽
短
期
間
で
交
代
す
る

例
が
多
い
▽
議
員
も
自
治
体
内
部

の
者
で
あ
る
た
め
形
式
的
な
監
査

に
な
る
懸
念
▽
議
会
も
監
査
委
員

の
監
査
の
対
象
―
―
な
ど
を
理
由

に
、存
続
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。

１５
日
の
会
議
で
は
、
本
会
な
ど

三
議
長
会
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
�
本

紙
１
６
８
７
・
８８
号
掲
載
�
を
考

慮
し
「『
廃
止
』
か
ら
『
１
人
の

み
存
続
』
へ
舵
を
切
る
こ
と
も
念

頭
に
置
い
て
お
く
べ
き
」
と
す
る

意
見
が
出
さ
れ
、
専
門
小
委
の
多

数
派
を
占
め
そ
う
な
情
勢
だ
。

な
お
、
三
議
長
会
に
対
す
る
ヒ

ア
リ
ン
グ
は
、
平
成
２０
年
４
月
２５

日
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
本
会
か

ら
は
川
口
浩
・
地
方
分
権
改
革
・

道
州
制
調
査
特
別
委
員
長
（
福
岡

市
議
長
）
が
出
席
。
議
選
監
査
委

員
を
一
律
に
廃
止
す
る
の
で
は
な

く
、
存
置
そ
の
も
の
を
議
会
の
判

断
に
委
ね
る
こ
と
も
、
１
つ
の
考

え
方
と
の
認
識
を
示
し
て
い
た
。

��
１１
００
００
条条
委委
員員
会会

１
０
０
条
委
員
会
の
設
置
自
体

が
違
法
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問

題
が
あ
り
ま
す
。
委
員
会
の
設
置

が
、
法
律
の
要
件
に
合
致
し
て
い

な
い
の
で
違
法
だ
。
だ
か
ら
、
違

法
に
設
置
さ
れ
た
１
０
０
条
委
員

会
に
、
自
分
（
市
民
）
を
参
考
人

と
し
て
呼
ん
だ
こ
と
自
体
も
違
法

と
な
る
た
め
、
損
害
賠
償
し
ろ
と

い
う
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
訴
訟
に
対
し
、
東
京
地
裁

八
王
子
支
部
は
平
成
１２
年
１２
月
２５

日
に
判
決
を
下
し
て
い
ま
す
。
要

約
す
る
と
、
あ
な
た
は
、
あ
く
ま

で
も
参
考
人
と
し
て
呼
ば
れ
た
に

す
ぎ
ず
、
参
考
人
が
委
員
会
設
置

の
是
非
を
問
う
資
格
は
な
い
。
参

考
人
と
し
て
呼
ば
れ
て
も
、
嫌
な

ら
行
か
な
け
れ
ば
良
い
、
気
に
入

ら
な
い
質
問
に
は
答
え
な
け
れ
ば

良
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
実
際
、
あ

な
た
は
委
員
会
の
場
で
好
き
放
題

を
言
っ
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
。
だ

か
ら
違
法
に
は
当
た
ら
な
い
、
と

い
う
も
の
で
す
。

こ
の
ほ
か
１
０
０
条
委
員
会
に

関
し
て
は
、
経
費
関
連
で
住
民
訴

訟
が
起
き
ま
し
た
。
速
記
や
テ
ー

プ
の
反
訳
な
ど
に
充
て
る
経
費
が

対
象
で
、
金
額
は
約
１５
万
円
。
こ

の
経
費
に
つ
い
て
、
設
置
の
必
要

が
な
い
委
員
会
の
た
め
に
支
出
す

る
こ
と
は
違
法
だ
、
と
い
う
訴
訟

で
す
。
こ
れ
は
訴
訟
と
し
て
は
成

立
し
ま
す
。
結
論
と
し
て
は
、
委

員
で
お
金
を
出
し
合
い
払
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
、
判
例
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
訴
訟
の
起
こ
し
方

に
よ
っ
て
は
、
法
の
趣
旨
に
委
員

会
設
置
が
合
致
し
て
い
る
か
ど
う

か
を
問
題
に
で
き
る
わ
け
で
す
。

ム
と
一
緒
に
す
る
と
は
何
事
だ
」

と
憤
激
し
た
病
院
側
は
損
害
賠
償

請
求
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
訴
訟
に
対
す
る
判
断
を
下
し
た

の
が
、
平
成
１７
年
５
月
１２
日
の
東

京
高
裁
判
決
で
す
。

地
方
議
会
議
員
が
質
問
等
で
取

り
上
げ
る
問
題
や
質
問
方
法
・
内

容
は
、
議
員
の
政
治
的
判
断
を
含

む
広
範
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
も
の
と
解
す
る
べ
き
と
判
決
で

指
摘
し
て
い
ま
す
。
地
方
議
会
に

お
け
る
一
般
質
問
で
個
別
の
住
民

等
の
名
誉
を
毀
損
・
低
下
さ
せ
る

発
言
が
あ
っ
て
も
、
議
員
が
職
務

上
の
法
的
義
務
に
背
い
た
と
断
定

で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
結
果
的
に

誰
か
が
不
愉
快
に
思
う
結
果
と
な

っ
て
も
、
違
法
な
行
為
に
は
当
た

ら
な
い
、
と
し
て
い
ま
す
。

一
般
質
問
等
は
、
議
員
と
し
て

の
正
当
な
職
務
行
為
。
た
だ
し
質

問
す
る
時
に
は
元
気
が
い
い
が
、

訴
訟
に
な
る
と
途
端
に
「
や
っ
ぱ

り
、
ま
ず
か
っ
た
か
な
」
と
思
う

議
員
は
多
い
で
す
よ
ね
。
皆
さ
ん

も
、
よ
く
ご
存
知
で
し
ょ
う
。

��
政政
務務
調調
査査
費費

政
務
調
査
費
支
給
の
キ
ー
ワ
ー

ド
は
、
議
員
の
調
査
研
究
に
必
要

な
経
費
。
こ
の
範
囲
内
で
条
例
に

よ
り
、
使
途
基
準
を
定
め
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
条
例
で
定
め
る
使

途
基
準
が
問
題
と
な
る
の
は
、
住

民
訴
訟
が
起
き
た
と
き
。
住
民
か

ら
市
長
に
対
し
、
あ
る
会
派
へ
支

給
し
た
政
調
費
の
返
還
を
求
め
る

と
か
、
賠
償
し
ろ
と
い
っ
た
形
式

に
な
る
こ
と
が
通
例
で
す
。
区
長

が
議
員
へ
、
政
調
費
の
返
還
を
命

じ
た
こ
と
に
対
し
現
在
、
東
京
で

訴
訟
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
例
外
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

訴
訟
が
起
き
た
場
合
、
弁
護
士

が
最
も
気
を
遣
う
こ
と
は
、
証
明

す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
政
調
費

だ
と
、
調
査
研
究
に
使
っ
て
い
な

い
実
態
を
証
明
し
な
い
限
り
「
返

還
し
ろ
」「
損
害
賠
償
し
ろ
」
と

主
張
で
き
ま
せ
ん
。
住
民
訴
訟
の

場
合
、
立
証
責
任
は
住
民
に
あ
り

ま
す
が
、
住
民
が
立
証
す
る
手
段

は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

は
現
実
と
し
て
、
ど
う
な
る
か
。

平
成
１５
年
１
月
３１
日
に
下
し
た

名
古
屋
地
裁
の
判
断
で
は
、
一
般

的
・
外
形
的
な
事
実
の
立
証
で
足

り
る
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
議

員
が
「
立
証
責
任
は
住
民
に
あ
る

か
ら
自
分
は
何
も
し
な
い
」
と
開

き
直
っ
た
だ
け
で
、
違
法
と
み
な

さ
れ
る
の
で
す
。
使
途
の
正
当
性

を
会
派
、
あ
る
い
は
議
員
が
証
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
古
屋

地
裁
の
み
な
ら
ず
裁
判
所
で
は
全

国
的
に
、
同
様
の
判
断
基
準
を
採

用
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

各市のニュースを募集

「全国市議会旬報」では、各市のニュ

ースを募集しています。

全国の自治体の中でも先進的な取り組

み、ユニークな条例、自慢のイベント、

地域のお祭りなど、お寄せいただく情報

のジャンルは問いません。

ご提供いただいた情報につきまして

は、本紙編集担当職員が記事を作成し、

「議会ニュース」あるいは「市政ニュー

ス」として紙面で紹介いたします。

本紙をＰＲの場として、活用されてみ

てはいかがでしょうか。

（問合せ先）

全国市議会議長会 調査広報部

旬報担当 松下・塩田まで�０３（３２６２）２３０９

２
面
か
ら
続
く

議議
選選
監監
査査
委委
員員
存存
続続
かか

地
制
調
専
門
小
委
が
答
申
案
作
成
で

（３） 平成２１年５月２５日 第１７２５号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
な

ど
の
影
響
に
よ
り
、
世
界
は
同
時

金
融
危
機
に
見
舞
わ
れ
、
１
０
０

年
に
１
度
と
言
わ
れ
る
厳
し
い
経

済
不
況
に
陥
っ
て
い
る
。

各
国
政
府
は
世
界
的
経
済
危
機

を
打
開
す
る
た
め
、
米
国
の
オ
バ

マ
大
統
領
が
提
唱
し
た
「
グ
リ
ー

ン
・
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
」の
導

入
を
決
定
。
こ
の
政
策
は
、環
境
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
へ
巨
額
の
集
中

投
資
を
行
う
こ
と
に
よ
り
雇
用
創

出
を
目
指
す
も
の
で
、
ド
イ
ツ
、

イ
ギ
リ
ス
、
韓
国
な
ど
で
い
ち
早

く
独
自
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
世
界
的
な
動
き
の
中

で
、
我
が
国
も
環
境
分
野
を
経
済

成
長
の
け
ん
引
役
と
す
る
、
日
本

版
グ
リ
ー
ン
・
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル

政
策
を
ま
と
め
る
方
針
を
固
め
、

具
体
的
に
着
手
し
た
。

こ
の
た
め
意
見
書
で
は
、
環
境

分
野
で
最
先
端
の
技
術
を
持
つ
我

が
国
は
、
経
済
危
機
の
今
こ
そ

「
緑
の
社
会
」
へ
と
大
転
換
す
る

チ
ャ
ン
ス
と
と
ら
え
、
環
境
分
野

へ
の
積
極
的
な
投
資
に
よ
り
需
要

を
喚
起
し
、
産
業
振
興
と
雇
用
創

出
を
図
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

な
お
、
環
境
省
は
４
月
２０
日
、

日
本
版
グ
リ
ー
ン
・
ニ
ュ
ー
デ
ィ

ー
ル
政
策
に
あ
た
る
「
緑
の
経
済

社
会
の
変
革
」
を
発
表
し
た
。

▼
議
長

▽
廿
日
市

角
田
俊
司（
４
・
１０
）

▽
入
間

駒
井

勲（
４
・
１４
）

▽
東
金

石
渡
徹
男（
４
・
１４
）

▽
伊
賀

坂
井

悟（
４
・
１４
）

▽
日
南

影
山
一
雄（
４
・
１５
）

▽
小
金
井

宮
崎
晴
光（
４
・
１６
）

▽
羽
生

高
橋
督
儀（
４
・
１６
）

▽
阿
久
根
�
之
上
大
成（
４
・
１７
）

▽
赤
穂

池
田
芳
伸（
４
・
２０
）

▽
静
岡

近
藤
光
男（
４
・
２１
）

▽
伊
達

大
光

巌（
４
・
２３
）

▽
天
理

北
田
利
光（
４
・
２３
）

▼
副
議
長

▽
廿
日
市

今
津
俊
昭（
４
・
１０
）

▽
入
間

宮
岡
幸
江（
４
・
１４
）

▽
東
金

布
施
栄
亮（
４
・
１４
）

▽
伊
賀

中
本
徳
子（
４
・
１４
）

▽
日
南

坂
田
武
人（
４
・
１５
）

▽
小
金
井
野
見
山
修
吉（
４
・
１６
）

▽
羽
生

中
島
資
二（
４
・
１６
）

▽
阿
久
根

鳥
飼
光
明（
４
・
１７
）

▽
赤
穂

釣

昭
彦（
４
・
２０
）

▽
静
岡

石
上
顕
太
郎（
４
・
２１
）

▽
伊
達

間
野
重
徳（
４
・
２３
）

▽
天
理

平
井

守（
４
・
２３
）

議会

議議
会会
人人
事事

意見書・決議の議決状況（上） （２１．１．１～４．３０）

決 議
【税・財政】 【 １４】 【 １】
○地方財政の充実・強化 ７ ―
○消費税の税率引き上げ反対 ２ ―
○その他 ５ １
【地方行政・議会・選挙】 【 ４６】 【 １３】
○地方消費者行政の充実強化 ９ ―
○地方議会議員の年金制度の見直し ８ １０
○国会議員の定数等の見直し ８ ―
○地方分権改革の推進 ７ ―
○新たな過疎対策法の制定 ６ ―
○企業・団体の政治献金の禁止 ５ ―
○その他 ３ ３
【医療・保健衛生】 【 １３０】 【 ４】
○ウィルス肝炎患者の救済対策 ４４ ―
○公的医療機関の安定経営と地域医療確保 ２１ １
○障害者等の福祉医療費助成制度の維持・ １３ ―
拡充
○細菌性髄膜炎の早期定期予防接種化 ８ ―
○医師・看護師等の増員と医療提供体制の ６ ―
拡充
○後期高齢者医療制度の資格証明書交付の ４ ―
見直し
○その他 ３４ ３
【教育・文化】 【 ２５】 【 ４】
○教育予算の拡充 ４ ―
○就学援助・保障制度の充実 ４ ―
○学費負担の軽減 ３ ―
○臨時教員の処遇改善と正規教員の大幅な ３ ―
採用増
○その他 １１ ４
【農林・水産】 【 ５８】 【 ３】
○ＷＴＯ農業交渉での国内農業への配慮 １３ ―
○ミニマムアクセス米の輸入停止と事故米 ８ ―
対策の強化
○酪農畜産の経営環境改善など総合的政策 ８ ―
の確立
○森林・林業・木材産業施策の積極的な展 ７ ―
開と国有林野事業の健全化
○中山間地域等直接支払交付金制度の継続 ６ ―
○食料自給率の向上 ５ ―
○農地取得の規制緩和反対 ４ ―
○食の安全確保への取り組み強化 ３ ―
○その他 ４ ３
【公害・環境保全】 【 １２８】 【 ５】
○「緑の社会」への構造改革推進 ７６ ―
○「気候保護法」の制定 ３５ ―
○地球温暖化対策の推進 ４ ―
○産業廃棄物処理施設の建設反対 ３ ３
○その他 １０ ２
【合 計】 【 ４０１】 【 ３０】
【総合計】 【 ９３３】 【 ５０】

意見書件 名

「
緑
の
社
会
」へ
の
構
造
改
革
が
急
増

全
国
市
議
会
議
長
会
は
こ
の
ほ
ど
、
各
市
議
会
か
ら
任
意
に
提
供
さ
れ
た
意
見
書
・
決
議
を
も
と
に
、

３
月
定
例
会
を
中
心
に
議
決
し
た
意
見
書
・
決
議
の
状
況
を
ま
と
め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
（
上
）
で
は
、

低
炭
素
・
循
環
型
・
自
然
共
生
社
会
を
目
指
す
「
緑
の
社
会
」
へ
の
構
造
改
革
の
推
進
を
求
め
る
も
の
が

急
増
し
、
最
多
と
な
っ
て
い
る
。 ３３

月月
定定
例例
会会
のの

意意
見見
書書
・・
決決
議議
のの
状状
況況

（上）
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